
第６０号議案 

 

   東京都台東区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整

備に関する条例の一部を改正する条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２２年９月１０日 

 

       提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、浅草橋自転車駐車場の位置を改めるとともに、浅草

橋公園自転車置場を設置するため提出します。  



   東京都台東区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整

備に関する条例の一部を改正する条例  

 

東京都台東区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に

関する条例（昭和５９年１２月台東区条例第３４号）の一部を次

のように改正する。  

別表（１）区立駐車場の部東京都台東区立浅草橋自転車駐車場

の項中「東京都台東区浅草橋一丁目２２番」を「東京都台東区浅

草橋一丁目２６番」に改め、同表（２）自転車置場の部に次のよ

うに加える。 

浅草橋公園自転車置場  東京都台東区浅草橋一丁目１番
１５号  

自転車  

付 則  

 この条例は、平成２２年１０月２２日から施行する。  


